
令和５年度〔第４四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
商工観光労働部

（注）※１、※２の説明

高等技術専門校 離職者等再就職訓練
事業（知識等習得
コース）

委託訓練
（介護職員実務者養成
科）　　　（５月開講）
単価契約

令 和 6 年 3 月 6 日 ～ 令 和 7 年 2 月 8 日 有限会社スタック 6,105,000 本業務は国が定めた実施要領および単価契約
限度額の中で求職者向け職業訓練を実施す
る委託業務である。当該訓練コースは介護職へ
の就職に必要な介護・医療等の実務的な知識・
技能を習得することに加えて、介護の職場にお
ける職場実習を行うことで職場への定着を促す
もので、当該訓練を実施するためには介護に関
する経験と知識を有する講師に加えて、職場実
習に関するノウハウ、職業相談・就職支援業務を
行える有資格者が必須である。従って、当業務
に関する講師等の能力や企画実現力、資格の
取得状況を測った上で委託を行う必要があり、競
争入札に適しないことから、プロポーザル方式に
より契約の相手方を選定したため。
＊債務負担行為を含む契約

2 4

高等技術専門校 離職者等再就職訓練
事業（長期高度人材
育成コース）

委託訓練
（介護福祉士養成科）
（４月開講）　単価契約

令 和 6 年 2 月 6 日 ～ 令和8年12月21日 社会福祉法人華頂会 16,035,200 本業務は国が定めた実施要領および単価契約
限度額の中で求職者向け職業訓練を実施する委
託業務である。社会福祉士及び介護福祉士法第
40条第2項第1号の規定に基づく介護福祉士養成
施設であり、法令等の規制により相手方が特定さ
れるものであることから契約の性質、目的が代替
性のないものであるため。
＊債務負担行為を含む契約
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根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場
合（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締結
日）

契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締結
日）

契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

高等技術専門校 離職者等再就職訓練
事業（長期高度人材
育成コース）

委託訓練
（保育士養成科）
（４月開講）　単価契約

令 和 6 年 2 月 6 日 ～ 令和8年12月26日 学校法人松翠学園 18,839,744 本業務は国が定めた実施要領および単価契約
限度額の中で求職者向け職業訓練を実施する委
託業務である。児童福祉法第18条の6第1号に基
づく指定保育士養成施設であり、法令等の規制
により相手方が特定されるものであることから契
約の性質、目的が代替性のないものであるた
め。
＊債務負担行為を含む契約
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高等技術専門校 離職者等再就職訓練
事業（長期高度人材
育成コース）

委託訓練
（保育士養成科）
（４月開講）　単価契約

令 和 6 年 2 月 6 日 ～ 令和8年12月28日 学校法人純美禮学園 11,474,840 本業務は国が定めた実施要領および単価契約
限度額の中で求職者向け職業訓練を実施する委
託業務である。児童福祉法に基づく指定保育養
成施設であり、令和6年度委託訓練年間実施計
画に定める訓練期間で保育士資格の取得が可
能な民間教育訓練機関であり、かつ実施地域区
分において令和6年４月から実施可能な民間教
育訓練機関であることから、契約の性質、目的が
代替性のないものであるため。
＊債務負担行為を含む契約
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高等技術専門校 離職者等再就職訓練
事業（定住外国人向
け職業訓練コース）

委託訓練
（就職力スキルアップ
科）　　　（３月開講）　単
価契約

令 和 6 年 1 月 5 日 ～ 令 和 6 年 10 月 6 日 株式会社いと源 5,926,800 本業務は国が定めた実施要領および単価契約
限度額の中で求職者向け職業訓練を実施す
る委託業務である。当該訓練コースは日本に定
住を希望する外国人を対象に、事務の知識や日
本語能力、日本の労働習慣等を習得することを
目指すもので、当該訓練を実施するためには日
本語能力や職業に関する経験と知識を有する講
師に加えて、外国人に対する職業訓練のノウハ
ウ、職業相談・就職支援業務を行える有資格者
が必須である。従って、当業務に関する講師等
の能力や企画実現力、資格の取得状況を測った
上で委託を行う必要があり、競争入札に適しない
ことから、プロポーザル方式により契約の相手方
を選定したため。
＊債務負担行為を含む契約
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